
令和４年度 地域資源活用展開支援事業 「相談窓口」の設置に係る相談件数及び好転事例

農家等から寄せられた相談案件は94件（76者から相談）あり、そのうち約８割が営農型太陽光発電に関する相
談であった。主な相談内容としては、事業化の可能性、優良事例の紹介依頼、技術的相談などがあった。

１．相談件数

２．相談・アドバイスの主な好転事例

合計
相談内容

電源種
技術的相談専門家

派遣依頼
関係者との
合意形成FIT申請等資金調達事例紹介農地転用等

事業化
可能性等

831617752営農型太陽光発電

22小水力発電

０バイオマス発電

431バイオガス発電

422太陽光発電

１１地中熱発電

942117758合計

滋賀県において、水田地帯の農地を相続予定の相談者（会社員・遠隔地居住）が、相続予定農地の⾧期的な維持・保全に向け、
営農型太陽光発電の活用可能性について相談があったもの。
相談開始当初は、営農型太陽光発電に関する知見も全くない状況であったため、まずは営農型太陽光発電に関する基礎知識や必要
な手続き、優良事例や営農の重要性その他課題等を丁寧に説明するとともに、実際の導入事例の視察なども行い、営農型太陽光発電
に関する知見を深めていただいた。
相談者は、今後、早期に農業委員会へ一時転用申請（営農型太陽光発電）を行い、事業化を進める予定（令和５年１月にFIT
認定を取得済み）であり、営農活動については、地元農業生産法人（認定農業者）に耕作委託し、営農型太陽光発電設備下にお
いても水稲の栽培が継続されることになっており、優良な水田環境が今後も保全される見込みとなっている。
営農型太陽光発電設備は相談者（農地の所有者）が設置するものであるために土地の借料を要しないこともあり、発電設備設置者
は近年のFIT価格であっても、発電設備への投資を回収するとともに、農地の保全のための経費を確保できる見込みである。


